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西毛地域医療再生計画

１ 対象とする地域

本地域医療再生計画は、群馬県西部のいわゆる西毛地域を対象地域とする。

西毛地域は県南西部に位置し、高崎・安中保健医療圏、藤岡保健医療圏及び富岡保健医療圏

からなり、面積１，７００．８６㎢、人口５８０，１４２人を有する地域である。地域内には

国立病院機構高崎総合医療センター（４４５床）、藤岡総合病院（３９５床）、富岡総合病院

（３５９床）のほか４２の病院と４２１の診療所が存在している。

人口１０万人当たり医師数をみると、県平均が２０８．６人であるのに対し地域全体で１８

３．１人（高崎・安中保健医療圏が１８０．６人、藤岡保健医療圏が１７１．６人、富岡保健

医療圏２０９．８人）であり、県平均及び全国平均を下回っている。

当地域は、医療機関の数や医師数については、本県の中では比較的恵まれた地域であるが、

救急医療の分野においては隣接する前橋保健医療圏に負っている状況にあったり、地域内の山

間部で医師不足が進行したりと、地域内の医療資源が十分に有効活用されていない状況にある。

このため、地域内の基幹病院や公立病院等の機能分担と連携を進めることで、救急患者の地域

外への流出を減少させるとともに、地域内の医療提供体制の不均衡を是正する必要がある。現

在、当地域で唯一の救命救急センターである国立病院機構高崎総合医療センターが改築され、

がんの放射線治療をはじめ各種医療機能の拡充が可能となることから、高崎総合医療センター

を中心とした連携体制を構築する好機であり、本地域を地域医療再生計画の対象地域としたと

ころである。

２ 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対象として定

めるものとする。

３ 現状の分析

(1) 救急搬送

ア 平成２０年の西毛地域における救急患者の搬送人数は１８，６２０人であり、そのうち

１，７５２人（９％）は主に前橋市の病院に搬送されている。

イ 平成１９年群馬県患者調査の結果によると、西毛地域の救急患者のうち入院した患者の

受療動向をみると、地域外に流出した割合が１５．２％と、県内で最も大きな割合となっ

ている。

ウ 地域内の高崎・安中保健医療圏では、救急患者の１６％が地域外に搬送されているが、

診療科別では内科（特に消化器系）、次いで脳外科、整形外科の順となっている。また、

重症者においては脳外科が最も多くなっている。

エ 脳外科については、高崎・安中保健医療圏で８病院、藤岡保健医療圏、富岡保健医療圏

ではそれぞれ公的病院が１病院ずつ標榜している。しかし、各病院の脳外科医師数は少な

く、脳卒中急性期血栓溶解療法を公示している病院は７病院であるが、実際に受け入れて
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いる病院は数施設に過ぎない。西毛地域においては実際に脳外科の救急手術を施行できる

医療機関が少なく、前橋市に搬送される患者が増える状況にある。

オ 地域内の平成１９年の救急搬送を受け入れている主な病院は、国立病院機構高崎総合医

療センター３，０５３件（１５．１％）、公立富岡総合病院２，７５５件（１３．７％）、

公立藤岡総合病院２，３５５件（１１．７％）となっている。

カ 群馬県では昭和５５年から救急医療情報システムを稼働させているが、救急指定病院の

応需情報はリアルタイムに更新されている訳ではない。

キ 消防機関が救急要請を受けてから傷病者を医療機関に収容するまでに要した時間は、平

成２０年高崎管内で３１．３分（対前年１．６分増）、富岡甘楽管内で３０．７分（対前

年１．９分増）、多野藤岡管内で３６．８分（対前年０．２分減）となっている。高崎及

び富岡甘楽管内では収容に要する時間が長くなっており、多野藤岡管内は短くはなってい

るが微減であり、県平均３２．３分、全国平均３５．１分をいずれも上回っている。

(2) 救急医療体制

ア 西毛地域の休日及び準夜の初期救急体制は、高崎市では高崎市医師会が高崎地域医療セ

ンターにおいて内科と小児科の診療を行っているが、藤岡市においては、休日夜間診療所

が設置されていないため、一次・二次の患者ともに公立藤岡総合病院で対応している。

また、富岡地域においては、休日診療所は設置されているが、現在は休日の日中のみで、

平日の準夜及び休日の準夜帯においては、患者が公立富岡総合病院に集中している。休日

診療所の位置も富岡総合病院と遠く、診療所の機器も十分整備されていないことから、診

療所の利用者が少ない。平成１８年８月から公立富岡総合病院が西毛地区小児科二次救急

当番である休日には、富岡市甘楽郡医師会の小児科医が公立富岡総合病院小児科救急外来

を担当しており、小児科一次救急の病診協力体制は確立されている。

イ 西毛地域の二次救急は、公的病院では国立病院機構高崎総合医療センター、公立藤岡総

合病院、公立富岡総合病院、公立碓氷病院、国民健康保険鬼石病院及び下仁田厚生病院が

担っている。このほか医療法人等１６の医療機関が二次輪番に参加している。救急患者の

受入は国立病院機構高崎総合医療センター、公立藤岡総合病院及び公立富岡総合病院の３

病院で、地域のほぼ４０％を占めている。

ウ 三次救急医療は国立病院機構高崎総合医療センター救命救急センターが対応している。

冬期においては救命救急センターのベッドが満床になり、一時的に重症の救急患者の受入

ができなくなることがある。地域連携により亜急性期病院への転院が円滑になってきてい

るが、一層の連携が必要である。

(3) 高齢化・過疎化の進行と地域医療

ア 西毛地域内の富岡保健医療圏においては、公立富岡総合病院が高度・急性期に特化、公

立七日市病院が回復期リハビリテーションと慢性期、下仁田厚生病院が下仁田、南牧地域

の一般急性期と慢性患者を担うという役割分担ができている。なお、富岡保健医療圏の救

急輪番は公立富岡総合病院と下仁田厚生病院の２病院で組まれている。

イ 下仁田、南牧地域の高齢化、過疎化が進んでおり、南牧村の高齢化率は５７．０％（県

内及び全国１位）、下仁田町は３９．１％（県内４位）である。また、診療所は、下仁田
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町に３か所、南牧村に１か所（週２日、半日のみの出張診療）である。

ウ こうした中で、下仁田厚生病院には今後も、基幹病院である公立富岡総合病院が高度・

急性期の入院医療に専念できるよう、これまで以上に一般急性期や慢性疾患患者の受入体

制を整えることが求められる。

下仁田厚生病院は昭和５５年に増改築を行ったが、古い建設（当初は昭和４６年）であ

るため狭隘で、特に救急処置室は現在の救急診療を想定した設備やスペースが確保されて

いないため、救急搬送患者が重なった場合には、処置・治療場所の確保に支障を来してい

る。

エ 公立七日市病院は、一般病床９６床、療養病床（回復期リハビリテーション病床）５４

床の病院で、主に回復期リハビリテーション及び慢性期医療を担っている。患者の多くは

６５歳以上の高齢者であり、リハビリテーションの患者数は平成１６年度に比較して平成

２０年度では１９．８％増加している。１日平均ではおよそ３１人の増加となっている。

在宅リハビリテーションは富岡地域では公立七日市病院と富岡地域訪問看護ステーション

だけで実施されているが、需要に対応できていない。

オ 富岡地域訪問看護ステーションは、富岡市及び甘楽町を主な対象区域として活動してい

る。利用者数は月９０～１００人で、平成２０年度の年間訪問回数は８，２５６回に及ん

でいる。

高齢化が進んでいる下仁田町や南牧村からの訪問看護依頼は増加しているが、まだまだ

少ない現状にある。これは利用者の交通費負担が大きいため、利用を控えていることが一

因と考えられる。

(4) がん診療連携体制と放射線治療専門医の育成

ア がんの放射線治療は、通常の４方向リニアック治療から多方向から病巣の形状に合わせ

コリメーターの形を変えながらピンポイントに放射線を照射し、周囲の正常組織への影響

を最少限にする定位放射線治療・強度変調治療に進化してきている。

イ 西毛地域では国立病院機構高崎総合医療センター、公立藤岡総合病院、公立富岡総合病

院に強度変調治療も可能なリニアック治療装置が設置されている。しかし、強度変調治療

には常勤の放射線治療専門医２名、物理士または放射線品質管理士の資格を有する放射線

技師が必要であり、施設基準を満たす医療機関は限られている。

ウ 平成２２年１月より群馬大学腫瘍放射線学教室は国立病院機構高崎総合医療センターを

重点病院に指定し、放射線治療専門医２名体制として高精度の定位放射線治療・強度変調

治療を専門に行う予定である。

エ 群馬県内には２４名の放射線治療専門医がいるが、県内の放射線治療施設の全てに常勤

医が配置されている状況にはない。平成２１年４月の県内基幹病院の医師不足状況の調査

（群馬県調査）によると放射線科の不足医師数は５名であった。

(5) 医療従事者

ア 西毛地域における医師総数および病院の従事医師数は、平成１８年１２月末現在で１，

０６６人および５１９人、平成１６年１２月末現在で１，０３１人および５３１人となっ

ており、医師総数は３５人増加しているが、病院の従事医師数は１２人減少している。人
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口１０万人当たりの医師数は１８３．１人にとどまっており、全国平均の２１７．５人と

比べ、３４．４人低い水準となっている。

イ 高崎・安中保健医療圏の公立碓氷病院においては、医師不足による診療科の休止が続い

ており、平成１８年４月から小児科救急受入の休止（小児救急輪番から離脱）、平成２１

年４月から整形外科と眼科の入院を休止している。

ウ 医療施設に従事する医師の診療科別内訳は、平成１８年１２月末現在で、内科医３２９

人、外科医１１２人、整形外科医８８人、小児科医６２人、循環器科医４７人、産婦人科

医４６人、精神科医４１人、眼科医３５人、耳鼻いんこう科医３３人、泌尿器科医３２人

である。

エ 西毛地域内における看護師数は、平成２０年１２月末現在で３４７８人となっており、

平成１８年度の３，１２５人から３５３人増加している。また、准看護師も２，５１２人

から２，５６８人へと５６人増加、助産師も８８人から１０２人と１４人増加している。

４ 課題

(1) 救急搬送及び救急医療体制

ア ３の(1)ア、イ、ウのとおり、地域外への救急患者の搬送数が多く、中でも脳外科の重

症者が多くなっており、地域内で対応できる体制が必要である。

イ ３の(1)エのとおり、脳外科を標榜しているものの患者を受け入れられる病院が少なく、

地域外搬送の多い原因の一つとなっている。

ウ ３の(1)カのとおり、現在の救急医療情報システムでは、救急指定病院の応受情報がリ

アルタイムには更新されていないため、救急隊が迅速に搬送先の病院を見つけられるよう、

リアルタイムで応受情報が発信されるシステムを構築すべきである。

西毛地域は、医療機関数や医師数等について県内で比較的恵まれているにもかかわらず、救

急患者の地域外への流出率が県内で最も高く、特に脳外科重症患者の流出が多くなっているた

め、地域内の基幹病院で迅速に治療できる体制の構築が求められている。しかし、現在の救急

医療情報システムでは、救急指定病院の応受情報がリアルタイムには更新されていないため、

救急隊が迅速に搬送先の病院を見つけられるよう、医療機関と消防との連携強化を図ると同時

に、救急医療の受皿として必要な医療機器を整備する必要がある。

一方、地域内には高齢化や過疎化が著しく、医療提供体制が困難になりつつある山間地域を

抱えており、地域内の基幹病院を中心に機能分担と連携により医療提供体制の充実・強化を図

ることが必要となっている。

がん放射線治療の分野では、通常のリニアック治療から高精度の定位放射線治療・強度変調

治療への需要が高まっており、当地域で唯一の救命救急センターである国立病院機構高崎総合

医療センターの改築を機に、地域内病院間の役割分担に基づくネットワーク形成と群馬大学と

連携したがん診療専門医育成が求められる。

また、地域の周辺部では、病院勤務医の減少傾向や、病院設立主体である自治体の厳しい財

政状況から、地域医療崩壊が危惧されており、医師確保の取組が急務となっている。
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特に、脳疾患はできるだけ早く治療を開始する必要があり、可及的速やかに治療が開始

できる体制を整備する必要がある。

エ ３の(1)キのとおり、傷病者を医療機関に収容するまでに要する時間が増加しており、

消防機関と医療機関の連携を強化する必要がある。

オ ３の(2)アのとおり、藤岡地域に休日夜間診療所が設置されておらず、公立藤岡総合病

院の医師の疲弊の一因となっており、休日夜間診療所の整備が必要である。

カ ３の(2)アのとおり、富岡地域の休日診療所が休日日中しか稼働しておらず、公立富岡

総合病院と離れた位置にあるため、十分な利用がされていない。

(2) 高齢化・過疎化の進行と地域医療

ア ３の(3)ウのとおり、下仁田厚生病院では、既存の建物は狭隘なため救急診療に支障を

来している。

イ ３の(3)エのとおり、公立七日市病院のリハビリテーション患者数が高齢化とともに増

加しており、地域のリハビリテーションの核としての整備を行う必要がある。

ウ ３の(3)オのとおり、下仁田、南牧地域には訪問看護を必要とする高齢者が数多く存在

しているが、訪問看護サービスを利用できない者が多い。

(3) がん診療連携体制と放射線治療専門医の育成

ア ３の(4)アのとおり、がん放射線治療の分野では通常のリニアック治療から高精度の定

位放射線治療・強度変調治療へ進化しており、この分野に精通する専門医を養成するため

にも専用の医療機器が必要である。

イ ３の(4)イのとおり、強度変調治療の施設基準を満たす医療機関は限られており、今後、

高精度のリニアック治療を行う医療機関と通常のリニアック治療を行う医療機関の役割分

担と連携が重要となる。

ウ ３の(4)エ県内の放射線治療施設の全てに常勤医が配置されている状況にはなく、病院

間の役割分担と医師の計画的な配置が必要となっている。

(4) 医療従事者

ア ３の(5)アのとおり、西毛地域の病院勤務医師数が減少しており、特に、公立碓氷病院

や下仁田厚生病院においては診療科の休止や外来の縮少が生じており、医師確保が必要で

ある。
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５ 目標

(1) 救急搬送及び救急医療体制

ア 西毛地域の救急医療に関する課題や地域医療情報ネットワークの開発等についての協議

の場として、地域医療支援センターを設置し、連携協議会の開催等を通じて、地域内の救

急医療に関係する機関の連携協力体制を構築する。

イ 病院前救護（ＰＳＬＳ）においては「脳卒中の可能性の兆候」を現場で迅速に発見し、

必要な処置を迅速に行い、適切な治療が行える医療機関へ迅速に搬送することが重要であ

り、地域内の二次救急に対応する公的病院と広域消防本部が定期的にＰＳＬＳの講習会を

開催する。

ウ 救急医療情報システムを使用し、主に救急医療に対応する地域内の３基幹病院である国

立病院機構高崎総合医療センター、公立藤岡総合病院及び公立富岡総合病院に医療クラー

クを配置し、空床状況や当直医師、オンコール医師の専門領域と応受可能状況をリアルタ

イムに広域消防本部と地域内の全ての公立病院に配信し、応受情報を共有することにより

救急患者の迅速な搬送に役立てる。

エ 救急隊が救急患者を収容後、患者の状況あるいは心電図モニターなどの情報を搬送先の

病院医師の携帯テレビ電話に配信することにより、入院前に対応を準備することが可能と

なるため、救急隊からの患者情報を配信するシステムを構築する。

オ 地域内の二次救急に対応する公的病院において、老朽化した放射線画像診断装置を更新

して高精度の画像診断ができるよう画像診断ネットワークを構築して、拠点病院に転送す

る際に携帯テレビ電話などを用いて画像情報を転送し、迅速な治療が可能となる連携体制

を整備する。

カ 公立藤岡総合病院では、休日夜間の一次救急にも対応しており、二次救急患者への対応

に支障をきたしている。そこで、休日夜間診療所を設置して軽傷者を含めて、一次救急医

療の診療を行う体制とし、役割分担と連携を図る。

キ 公立富岡総合病院の隣接地に休日診療所を移転し、公立富岡総合病院の諸検査機能を活

用することにより、休日診療所の機能を向上させ、受診者の利便性を高めるとともに、公

立富岡総合病院の一次救急患者への対応を減らすことで、二次救急業務に専念することを

可能とし、勤務医の負担軽減を図る。さらに、富岡地域内における病院間の医師相互派遣

地域医療再生計画に則って、地域内の救急医療に関係する機関の連携協力体制を構築し、迅

速な搬送や適切な治療を可能とするための人材の養成、ネットワークシステムの構築、医療機

器の整備等を行う。

一次救急・二次救急の役割分担の推進と医療機関の連携強化により、受診者の利便性向上、

勤務医の負担軽減を図るため、休日夜間診療所を整備する。

山間部の高齢化や過疎化に対応した医療提供体制を構築するため、地域の核となる救急病院、

リハビリテーション施設、訪問看護ステーションを整備する。

がん放射線治療については、高精度の治療機器を導入し、地域の中核病院と大学が連携して

専門医を養成する。

また、医療提供体制を担う人材を確保するため、大学との連携体制を構築する。
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のルール化を図る。

(2) 高齢化・過疎化の進行と地域医療

ア 高齢化、過疎化が進行する下仁田南牧地域の唯一の救急病院として、下仁田厚生病院が

亜急性期の救急医療に十分対応できるとともに、高次急性期後の入院医療の受け皿になる

機能を維持できるよう、施設整備を図る。

イ 地域のリハビリテーションの核としての役割を充実させるため、公立七日市病院のリハ

ビリテーション部門の増改築を行う。

ウ 高齢者の訪問看護サービスの需要増加に対応して、下仁田厚生病院内に富岡地域訪問看

護ステーションのサテライト事業所を設置する。

(3) がん診療連携体制と放射線治療専門医の育成

ア 国立病院機構高崎総合医療センターに高精度の放射線治療機器（ノバリス定位放射線治

療装置）を整備すとともに、群馬大学医学部と連携して放射線治療専門医の育成を行う。

また、国立病院機構高崎医療総合センターが高精度の定位放射線治療・強度変調治療に特

化できるよう、西毛地域内の一次放射線治療施設である藤岡総合病院や富岡総合病院等と

ネットワークを形成し、治療の役割分担と各病院の放射線治療専門医を確保する。

(4) 医療従事者

ア 医師不足の解消を図るため、群馬大学への寄附講座（地域医療人育成講座）の設置、群

馬大学医学部への地域医療枠の設定、医学生（５，６年生）向けの修学資金貸与等により、

休止した診療科の再開や、小児救急輪番への復帰等、医療提供体制の充実を図る。

６ 具体的な施策

(1) 県全体で取り組む事業（運営にかかる事業）

【教育機関と連携した医師確保対策】

総事業費 ２，４７７，６６２千円（基金負担分 ７１２，５１０千円＜西毛地域計上分

６９８，９２６千円＞ 県負担分１，７１４、４０２千円 国庫補助負担分５０７

５０千円）

（目的）

地域における産科・小児科・救急医療をはじめとした医師不足診療科について、持続的な医

師派遣システムによる医療連携体制の構築を図るため、医学部附属病院を持ち、県内で唯一の

医師養成機関である群馬大学に寄附講座を設置する。また、医師不足の病院で力を発揮する総

合医を育成するため、群馬大学医学部に総合医育成の後期研修プログラムを創設し、当該研修

医に対する研修資金貸与制度を創設する。さらに、将来の本県の地域医療を牽引する人材を育

成するため、群馬大学医学部の地域医療枠（現行５名）を１７名（平成２３年度から１８名）

に拡充し、修学資金貸与を行う。
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（各種事業）

① 医師派遣の仕組み構築等のため、群馬大学に寄附講座を設置

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ２１３，７５０千円（基金負担分２１３，７５０千円）

本県においては、基幹病院の多くが群馬大学からの医師派遣によっているが、平成１６年

度の医師臨床研修制度の開始以降、群馬大学の臨床研修医数は漸減し、小児科、産婦人科ば

かりでなく内科や整形外科などにおいても、派遣医師数の減少が地域医療に直接影響を与え

る状況に陥っている。

このため、大学の医師派遣機能と研修機能を活用して、医師不足の医療機関に医師派遣を

行う仕組みを構築する。具体的には、群馬大学医学部に地域医療人育成の寄附講座を設置す

る。

寄附講座では、本県地域医療に貢献する人材の育成を目的とし、医学部在籍中の地域医療

実習や、臨床研修における地域医療研修や協力型病院での研修、大学の後期研修プログラム

における県内各地域の基幹病院での研修等、医師としてのキャリア形成過程において、地域

とのかかわりを十分に持ち、県内各地域の医療についての十分な知識を持った医師を育成す

る。また、後期研修プログラムの中に、必ず地域の基幹病院、特に病床規模が小さく医師不

足が深刻な病院での研修を一定期間位置づけ、医師不足病院に継続的に医師が派遣されるシ

ステムを構築する。

さらに、大学内に設置されているスキルラボを、県内の全ての研修医等が利用できる設備

とし、県内研修医の医療技術の向上を図る。

（内訳）

・寄附講座に所属する助教の人件費 １７，７５０千円

・研修医に対する奨学資金 ７２，０００千円

・医員に対する奨学資金 ２４，０００千円

・スキルラボの運営のための臨床工学技士 ４８，０００千円

・スキルラボ設備費 ５２，０００千円

② 地域医療支援センター運営

・平成２５年度事業開始

・総事業費１０１，５００千円（基金負担分１０，２５０千円、国庫補助負担分５０，７５０

千円、県負担分（Ｈ２４基金充当分）４０，５００千円）

・事業概要

群馬大学地域医療枠の修学資金貸与者の定員は現在１８名で、平成２５年度現在７４名に貸

与しており、平成２７年度以降３７年度までに１７２名が新たに県内医療に従事する医師と

なる見込みである。このため地域医療枠医師を含め若手医師の県内定着に向けた取り組みを

強化する必要があることから、群馬大学と連携して地域医療支援センターを設置し、地域医

療に従事する医師のキャリア形成支援と一体的に、医師不足地域の医師確保の支援等、総合
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的な医師確保に取り組む。

主な事業内容は次のとおり。

ア 県内病院の医師情報や医師不足状況等を調査するとともに、キャリア形成支援の基本と

なるデータベースを作成する。

イ ドクターバンク登録医師等の活用、指導医の支援、へき地医療機関への派遣等により医

師不足病院の支援を行う。

ウ 地域医療枠医師等若手医師が病院間・地域間をバランス良くローテーションしながら、

専門医資格を取得できるキャリアパスを作成し、地域医療のリーダー養成を目指す。

エ ホームページによる情報提供、指導医の養成・支援、医学生や高校生向け各種セミナー

開催により人材の育成、確保に取り組む。

オ 地域医療支援センターの運営委員会に地域の医療関係者で構成する群馬県地域医療連携

協議会を充てるほか、群馬県保健医療対策協議会やぐんまレジデントサポート協議会との

意見調整を図る。

③ 総合医に対する修学資金貸与

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ２１，６００千円（基金負担分２１，６００千円）＜西毛地域計上分 ８，０１

６千円＞）

本県内の多くの基幹病院において医師不足が生じているが、医師不足は小児科や産婦人科

などの特定診療科ばかりでなく、内科や整形外科などでも生じている。特に病床規模の小さ

い基幹病院では内科の医師不足が進んでおり、内科を中心に幅広く診療ができるいわゆる総

合医が求められている。そこで、群馬大学では後期研修のプログラムとして平成２２年度か

ら「地域連携型”総合医育成”コース」の設置を予定しており、当該コースを選択する研修

医を対象に研修資金貸与制度を創設する。

研修資金貸与の内容は、既存の産科・小児科・麻酔科等を対象に行っている貸与制度と同

様、貸与月額１５０千円、貸与期間は最長４年、貸与期間の１．５倍の期間総合医として県

内基幹病院等で勤務すれば返済を免除するもの。貸与予定者数は合計延１２人。

④ 群馬大学医学部地域医療枠定員増と修学資金貸与

・平成２２年度事業開始

・事業総額 １，８８２，９８６千円（基金負担分２３３，７００千円、県負担分１，６３

２，５２２千円）

将来、本県地域医療を牽引する人材を育成するため、平成２１年度から群馬大学医学部医

学科に地域医療枠（５名）を設置し、５名に対し県で修学研修資金を貸与を行っている。平

成２２年度からはこの地域医療枠を１２名増やし１７名とし、増加する１２名に対して修学

資金の貸与を行うことで、地域医療の核となるより多くの人材の育成に取り組む。さらに平

成２３年度からは地域医療枠を１８名とし、１３名に対して修学資金の貸与を行う。

修学資金の内容は、貸与月額１５万円、貸与期間６年間、貸与期間の３分の５倍（貸与期
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間６年の場合１０年間）県内の基幹病院等に勤務すれば返済を免除するもの。

【医学生を対象とした修学資金貸与制度】

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ２３５，８００千円（基金負担分２１４，２００千円、県負担分１８，０００

千円）

（目的）

地域医療枠学生が医師として働き始めるまでの間、県内基幹病院等に勤務する医師を確保す

るため、県内外の医学生（５，６年生）を対象とした修学資金貸与制度を設ける。

（事業内容）

本県地域医療を牽引する人材を育成するために、平成２１年度から群馬大学に地域医療枠を

設置したが、今年入学した学生が卒業するのは平成２７年であるため、地域医療枠学生が卒業

するまでの間の医師確保を図るため、学年が５，６年の医学生（県外大学に在学する医学生を

含む。）を対象とした修学資金貸与制度を設置する。

修学資金の内容は、貸与月額１５万円、貸与期間２年、貸与期間の１．５倍の期間県内の基

幹病院等で勤務（臨床研修を含む。）すれば返済を免除する。貸与予定者数は１学年１５名。

ただし、貸与希望者及び財源の状況を勘案して決定する。

⑤ ぐんまレジデントサポート推進事業

・平成２３年度事業開始

・事業総額 １９，６２６千円（基金負担分１３，０１０千円、県負担分６，６１６千円※）

※今後の運用益等により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満た

ないこととなった場合は、県負担により事業を実施する。

（目的）

医師臨床研修や後期研修において、関係機関、団体等が一体となった協力体制を構築するこ

とで、県内の臨床研修体制を充実させ、群馬県における臨床研修医や後期研修医の積極的な確

保・支援を図る。

（事業内容）

県全体の臨床研修医確保のため、県内臨床研修病院、県医師会及び県で構成する「ぐんまレ

ジデントサポート協議会」を設置し(事務局：県医務課医師確保対策室)、当該協議会の運営及

び協議会で行う事業に対し支援する。

⑥ 医師 Uターン推進事業

・平成２４年度事業開始

・事業総額 ６，０００千円（基金負担分６，０００千円）

（目的）
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県外から転入する医師であって、県の地域医療を担う公立病院等において小児科、産婦人科

等に従事する者に対して研究資金を貸与し、一定期間の勤務を条件に資金の返還を免除する制

度を新たに創設することで、即戦力となる医師を県外から誘導し、県内の病院に勤務する医師

の定着・確保と本県の安定的な医療提供体制の整備を図る。

医師確保対策としては、平成２１年度から群馬大学医学部地域医療枠の入学生に修学資金を

貸与しているが、第一期生が初期臨床研修を修了するのは平成２８年度末であり、その間の医

師確保、特に経験や実績があり即戦力となる医師の確保を図るもの。

（事業内容）

ア 貸与の対象者

県外から転入する医師（非常勤医師や研修医等を除く。）であって、県の地域医療

を担う公立病院等において小児科、産婦人科等の診療に従事する者。

イ 対象診療科

小児科、産婦人科、その他知事が認める診療科

ウ 貸与額：２，０００千円

エ 返還免除条件

研究資金の貸与を受けてから２年間、県内の公立病院等で小児科等の特定診療科の

医師として診療に従事したとき。

(2) 二次医療圏で取り組む事業（運営に係る事業）

【西部医療圏地域医療支援センター（仮称）の設置及び連携協議会の開催】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 ２，０００千円（事業者負担分 ２，０００千円）

（目的）

西毛地域内の全ての公的病院、郡市医師会、広域消防本部からなる「西部医療圏地域医療支

援センター（仮称）」を設置し、救急医療に関係する各機関の機能分担と連携を図る。

（事業内容）

地域内の救急医療に関係する機関等が一堂に会し、地域内の救急医療に係る情報共有を図る

とともに、さまざまな課題について議論し、具体的対策を企画・立案する。

・ 地域医療に関する課題の検討

・ 地域医療情報ネットワークの開発及び運用方法

【医療機関と消防（救急）との連携】

・総事業費 １１４，３５８千円（基金負担分 １０６，７５６千円）

（目的）
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現在、県の運営による「救急医療情報システム」が稼働しているが、情報のリアルタイムな

入力が課題である。そこで、地域内の基幹病院に入力を担当する事務職員を配置し、救急搬送

の短時間化を図るとともに、医療機関及び消防の負担軽減を図る。

（各種事業）

① 救急入力担当事務職員の配置

・平成２２年度開始

・総事業費 １１４，３５８千円（基金負担分 １０６，７５６千円）

地域内の３つの基幹病院（国立病院機構高崎総合医療センター、藤岡総合病院、富岡総合

病院）に救急医療情報の入力を担当する事務職員を配置し、救急医療情報システムに、リア

ルタイムで病院の救急患者受入情報（応受情報）を発信する。

② テレビ携帯電話システム整備

・平成２３年度

・総事業費 （後述の画像情報連携システムに含む）

基幹病院等間の救急画像配信システムの整備に合わせ、救急車から車内映像や生体モニタ

ー波形などの情報を搬送先病院に送信することで、救急車到着前に治療準備を開始し、救命

率の向上を目指す。

【放射線治療専門医の育成】

・平成２３年度事業開始

（目的）

本地域内の地域がん診療拠点病院においても常勤の放射線治療専門医の確保が困難になりつ

つある。そのため、地域内のがん診療拠点病院間で機能分担することで、高精度放射線治療を

行う機関を確保し、放射線専門治療医の育成を行う。

（事業内容）

通常のリニアックによる治療は藤岡総合病院、富岡総合病院が分担することで、国立高崎病

院が高精度放射線治療を専ら担うこととする。国内においても定位放射線治療、強度変調放射

線治療を専門に行える機関は数少なく、群馬大学と連携して放射線治療専門医、放射線技師の

育成を行う。

(3) 二次医療圏で取り組む事業（施設・設備整備に係る事業）

【救急医療に必要な施設・設備の整備】

・総事業費 ２，７９０，０００千円（国庫補助負担分 ２３７，８３７千円、基金負担分
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８５５，３９４千円、事業者負担分 １，６９６，７６９千円 ）

（目的）

救急患者の地域外流出が多いことから、地域における救急医療提供体制の充実強化を図る上

で特に必要な施設・設備を整備するため、各種事業を行う。

（各種事業）

① 医療機関間及び医療機関と消防（救急）との効果的な連携を図るための設備の整備

・事業期間 平成２２年度から２５年度

・総事業費 ３５９，１００千円（基金負担分 ３５９，１００千円）

地域内の救急医療機関間及び消防（救急）との効果的な連携を図るための救急医療情報ネ

ットワーク整備に対して補助を行う。

② 地域の二次・三次医療機関の医療連携及び医療提供体制強化に必要な施設・設備整備

・事業期間 平成２２年度から２４年度

・総事業費 ２，４３０，０００千円（国庫負担分 ２３７，８３７千円、基金負担分 ４９

５，３９４千円、事業者負担分 １，６９６，７６９千円）

地域の二次・三次医療機関の医療連携及び医療提供体制の強化に必要な次の施設・設備整

備に対して補助を行う。

ア ＭＲＩの設置

・藤岡総合病院 １５０，０００千円（基金負担分 １５０，０００千円）

・碓氷病院 １２０，０００千円（基金負担分 １２０，０００千円）

イ ＣＴの設置

・鬼石病院（１６列マルチＣＴ） ６０，０００千円 （基金負担分 ６０，０００千円）

ウ 下仁田厚生病院の施設・設備整備

・下仁田厚生病院 ２，１００，０００千円（国庫負担分 ２３７，８３７千円、基金負担

分１６５，３９４千円、事業者負担分 １，６９６，７６９千円）

【休日（夜間）診療所の設置等】

・総事業費 １２０，０００千円（国庫補助負担分 ４，９７０千円 基金負担分 １１５，

０３０千円）

（目的）

地域内の藤岡及び富岡保健医療圏においては急性期医療を担う基幹病院が休日や夜間の一次

救急患者にも対応しており、二次救急患者への対応に支障をきたしている状況にあり、二次救

急病院の一次救急患者を減少させ、二次救急病院の勤務医の負担軽減を図るため、休日（夜間）

診療所の整備を行う。
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（各種事業）

① 藤岡多野医師会の休日夜間診療所設置

藤岡保健医療圏において、休日夜間診療所を設置して軽傷者を含めて一次救急医療の診療を

行う体制を整備し、基幹病院との役割分担と連携を図る。（当面、そのための関係者間の調整

を行う。）

② 富岡市甘楽郡医師会の休日診療所の富岡総合病院隣接地への移転

・平成２２年度～平成２４年度

・総事業費 １２０，０００千円（国庫補助負担分 ４，９７０千円 基金負担分 １１５，

０３０千円）

富岡総合病院の隣接地に医師会休日診療所を移転し、富岡総合病院の諸検査機能の活用を

可能にし、休日診療所の機能向上を図るとともに、富岡総合病院への一次救急患者の受診を

減らすことで、富岡総合病院の医師等の負担を軽減する。

【リハビリテーション機能を持つ病院の施設・設備の整備】

・平成２２年度～２４年度

・総事業費 ９００，０００千円（基金負担分 ９７，５００千円、事業者負担分 ８０２，

５００千円）

（目的）

富岡保健医療圏において富岡総合病院と機能分担し、専ら慢性期医療を担当している七日

市病院のリハビリ機能の充実を図るため、リハビリ部門の増改築に対し補助する。

（事業内容）

公立七日市病院のリハビリ部門の増改築による施設・設備の整備を行う。

【訪問看護ステーションの活動拡大】

・事業期間 平成２２年度から２５年度

・総事業費 （下仁田厚生病院の改築に含む）

（目的）

富岡保健医療圏の西部にある南牧村や下仁田町は高齢化率は全国トップクラスにあり、訪

問看護を必要とする高齢者が多く存在している。そのため、富岡地域訪問看護ステーション

のサテライト事業所を下仁田厚生病院内に設置し、地域の療養者の利便向上と訪問看護ステ

ーションの活動の効率化を図る。

（事業内容）

下仁田厚生病院の改築に合わせ、下仁田厚生病院内に富岡地域訪問看護ステーションのサテ
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ライト事業所を設置する。

【がん放射線医療の機能分担と放射線治療専門医育成に必要な設備の整備】

・総事業費 ６３０，０００千円（基金負担分 ６３０，０００千円）

（目的）

放射線治療専門医の確保が難しくなっていることから、がん放射線治療を行う基幹病院間で

機能分担を図り、患者に効果的な治療を行うとともに、群馬大学と連携して放射線治療専門医

の育成を図り、西毛地域内のネットワークを形成し、地域としての効率的な運用を行う。

（事業内容）

国立病院機構高崎総合医療センターにがんの高精度放射線治療が行える医療機器を整備す

る。

・ノバリス定位放射線治療装置 ６３０，０００千円（基金負担分６３０，０００千円）

７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業

（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事業）

① 医師派遣の仕組み構築等のため、群馬大学に寄附講座を設置（スキルラボの運用にかかる経

費）

・単年度事業予定額 １２，０００千円

② 群馬大学医学部地域医療枠定員増と修学資金貸与

・単年度事業予定額 １３２，９８４千円

③ 医学生を対象とした修学資金貸与制度

・単年度事業予定額 １８，０００千円

④ 西部医療圏地域医療支援センター（仮称）の運営

・単年度事業予定額 ５００千円

⑤ 救急入力担当事務職員の配置

・単年度事業予定額 ３１，５００千円

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金がなくなった後においても、５に掲げる目標

を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業につい

ては、平成２６年度以降も引き続き実施していくこととする。
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東毛地域医療再生計画

１ 対象とする地域

本地域医療再生計画は、群馬県東部のいわゆる東毛地域を対象地域とする。

東毛地域は県東部に位置し、桐生保健医療圏及び太田・館林保健医療圏からなり、面積８５

２．５９㎢、人口５７４，９４１人を有する地域である。地域内には桐生厚生総合病院（５１

４床）、総合太田病院（４４５床）、館林厚生病院（３５９床）のほか２９の病院と３２９の

診療所が存在している。

人口１０万人当たり医師数をみると、県平均が２０８．６人であるのに対し地域全体で１５

３．２人（桐生保健医療圏が１９１．６人、太田・館林保健医療圏が１３６．１人）であり、

県内で最も少ない地域となっている。

また、当地域では、医師不足により平成１８年１月から館林厚生病院の分娩取扱いの休止、

平成１９年４月から桐生厚生総合病院神経内科新規患者受入休止、平成１９年９月から桐生厚

生総合病院心臓血管外科休診、平成２０年４月から総合太田病院の分娩取扱い休止、桐生厚生

総合病院の循環器科休診、平成２１年４月から館林厚生病院の小児科入院取扱休止など、産科

・小児科を中心に地域内の基幹病院の診療科の休止、縮少が相次いでいる。

さらに、本県には救命救急センター二か所と同等の機能を持つ群馬大学医学部附属病院があ

るが、所在は前橋市と高崎市であり、当地域から遠いため、当地域の三次救急患者は搬送に時

間がかかっている状況にある。また、県外の救命救急センターに搬送される例も多くなってい

る。

小児・周産期医療では、現時点では、地域内でハイリスク分娩を取り扱う唯一の医療機関と

なっている桐生厚生総合病院に患者が集中し、新生児搬送の応需不可能日が年の３分の２にも

達しており、早急に改善する必要がある。

新型インフルエンザ等に対応する感染症病床の状況では、地域内に感染症病床が１０床ある

が、このうち６床を有する館林厚生病院の感染症病棟が陰圧化等に対応できないため、早急に

新型インフルエンザ等の感染症の流行に対応できる施設に改築する必要がある。

そのため、当該地域の三次救急体制の整備と小児・周産期医療の体制再整備、新型インフル

エンザへの対応のための整備等を早急に行う必要があり、本地域を地域医療再生計画の対象地

域としたところである。

２ 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対象として定

めるものとする。

３ 現状の分析

(1) 救急搬送

ア 平成２０年の東毛地域における救急搬送件数は、１８，７３６件で、平成１９年の１９，

７８４件から１，０４８件（５．３％）減少している。

群馬県（東毛地域）
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イ 平成１９年の救急搬送件数のうち、８３２件（４．２％）が中毛地域の医療機関へ搬送

されている。また、４０３件（２．０％）が県外の医療機関へ搬送されている。

ウ 平成２０年度の救急搬送件数のうち、重症患者の割合は１１．４％、中等症患者の割合

は３６．６％、入院を必要としない軽症患者は４９．５％と、軽症患者の占める割合が高

くなっており、軽症患者の占める割合の県内平均４７．２％と比較しても高い水準にある

（平成２０年消防本部調べ）。

エ 地域内の平成１９年の救急搬送を受け入れている主な病院は、館林厚生病院３，９３９

件（１９．９％）、桐生厚生総合病院３，３９８件（１７．２％）、総合太田病院３，０

８２件（１５．６％）となっている。

オ 消防機関が救急要請を受けてから傷病者を医療機関に収容するまでに要した時間は、平

成２０年太田管内で３５．１分（対前年４．７分増）、館林管内で２９．６分（対前年１．

８分増）、桐生管内で２８．６分（対前年１．２分増）となっており、いずれの管内にお

いても収容するまでに要する時間が長くなっている。特に太田管内は県平均３２．３分を

上回り、全国平均３５．１分と同じである。

(2) 三次救急搬送

ア 本県の三次救急については、県央部にある３つの病院（前橋赤十字病院（高度救命救急

センター）、国立病院機構高崎総合医療センター（救命救急センター）、群馬大学医学附

属病院）が担っているが、平成２０年の救命救急センター等搬送者の受入率は８６．２％

で、全国平均の９３．０％を大きく下回り、全国で４３位であった。受入できなかった理

由では、病床満床が最も多くなっている。

イ 救命救急センター等搬送者の都道府県区域外搬送率は５．８％であり、関東（山梨を含

む）及び近畿の１４都府県中１３位であり、県外への依存率が高くなっている。県外搬送

の８０件のうち栃木県が７２件であり、その多くが東毛地域からの搬送となっている。

ウ 現在、群馬県内には２か所の救命救急センターがあるが平成２１年に行った県保健医療

計画の追加改定の救急医療の連携体制編では、長時間の搬送を要する地域があることから、

平成２４年度までに救命救急センターの数を３か所とすることを目標としている。

(3) 周産期医療体制

ア 本県の周産期医療は総合周産期母子医療センター１か所（県立小児医療センター）、地

域周産期母子医療センター５か所（群馬大学附属病院、群馬中央総合病院、藤岡総合病院、

桐生厚生総合病院、総合太田病院※１）及び協力医療機関６か所で運営されているが、周産

期母子医療センターと協力病院の利根中央病院の７医療機関の新生児搬送応需状況は、平

成１８年度から平成２０年度の３年間では、1,000g未満の新生児の応需不可能日が、１８

年度５５日、１９年度４４日、２０年度８２日、1,000g 以上 1,500g 未満の新生児では、

１８年度３５日、１９年度１８日、２０年度３８日で、２０年度に応需不可能日が急増し

ている。

※１ 平成２０年４月から総合太田病院の分娩取扱い休止により、機能が大幅に低下している。

イ 母体搬送件数について、平成２０年度に県内の周産期母子医療センター及び協力医療機

関で受け入れた妊娠１６週以降の母体搬送件数は３３０件で、平成１９年度の２７８件に
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比べ５２件（１８．７％）の増加※２となった。

※２ 平成２０年度から母体搬送の定義を変更したため、単純に比較できないが、参考データとして提

示した。

ウ 本県の NICU（診療報酬加算対象）は現在３０床であるが、県保健医療計画において短

期的目標として４２床に増床することとしている。

エ 東毛地域においては、地域内の３つの基幹病院でハイリスク分娩を取り扱っていたが、

平成１７年から館林厚生病院で、平成２０年４月からは総合太田病院で分娩取扱いが休止

となり、現状では、ハイリスク分娩を取り扱える医療機関が桐生厚生総合病院だけとなっ

ている。

オ そのため、桐生厚生総合病院のＮＩＣＵは現状９床であるが、平成２０年度の新生児搬

送応需不可能日が 1,000g 未満の新生児で２４２日、1,000g 以上 1,500g 未満の新生児では

１８６日にものぼっている状況にある。

カ また、東毛地域内で発生した新生児搬送件数は平成１９年度は３４件。このうち地域内

で受け入れられたのは２８件（８２．４％）であったが、平成２０年度には新生児搬送件

数が４５件に増加し、地域内で受け入れられたのは３５件（７７．８％）にとどまった。

キ 総合太田病院では平成２０年４月から分娩取扱いを休止しているが、病院の努力や県の

産科・小児科医確保のための小児・周産期医療緊急支援事業や医師確保修学研修資金の活

用により、後期研修医２名が確保されたため、平成２１年１０月から分娩取扱いを再開し

た。

(4) 小児医療体制

ア 現在、本県の小児救急体制は、三次救急は県立小児医療センターと群馬大学医学部附属

病院の２病院で、二次救急は県立小児医療センターを含む１３病院で県内を４ブロックに

分けて輪番制で実施しているが、小児科医不足のため、数年前から輪番離脱病院が相次い

でいる。

イ 東毛地域においても、平成１８年には総合太田病院の小児科医の引き揚げが派遣元大学

から打診され、小児科休止の危機に見舞われた。この際は、何とか医師確保が図られたが、

平成２１年４月には館林厚生病院の小児科の常勤医が不在となり、入院を休止している。

このため、館林地域の小児救急患者が、総合太田病院や桐生厚生総合病院をはじめとする

近隣の医療機関に搬送されており、受入医療機関の負担増となっている。

ウ 県立小児医療センターでは現在８床のＰＩＣＵがあるが、利用状況等からこれまで６床

で運用してきている。しかし、年々ＰＩＣＵの稼働率が上昇している。平成２０年度の平

均稼働率は５９．７％であったが、平成２１年度（８月末まで）の稼働率は７５．６％に

急上昇している。

エ ＰＩＣＵ稼働率上昇の要因として心臓外科手術の増加があるが、同手術は平成２０年度

は月平均６．８件であったが、２１年度（６月まで）は１０．３件となっている。

(5) 障害児歯科・ハンディキャップ歯科

ア 桐生厚生総合病院においては、現在常勤歯科医師 2名で、障害児歯科やハンディキャッ

プ歯科にも取り組んでいるが、外来患者も多く、全ての需要を満たすのは困難な状況にあ

群馬県（東毛地域）



- 4 -

る。

イ また、桐生保健医療圏における脳疾患患者、周産期の母子、障害者等、緊急を要するパ

ラメディカル協力体制は桐生市医師会、桐生市歯科医師会、行政、桐生厚生総合病院との

間で協議検討されているが対応が十分とは言えない、特に健康な生活の基本である“摂食

＋嚥下”に関する歯科医療、つまり口腔ケアと在宅診療に対する関係組織の連携と治療体

制の確立について早急なる改善が望まれている。更には、上記疾患についてパラメディカ

ルスタッフや地域住民にも“摂食＋嚥下”の重要性が認識されていない現実がある。

(6) 精神科救急体制

ア 東毛地域の精神科病床数は９８３床（桐生保健医療圏３６６床、太田・館林保健医療圏

６１７床）である。これを人口 1万人当たりでみると１７．１床となるが、県平均２６．

２床に比べ大幅に低くなっている。

イ 群馬県の精神科三次救急は現在精神科救急情報センターに一元化されているが、措置入

院及び緊急措置入院に占める太田・館林保健医療圏の割合は、平成１９年度では措置入院

２１件（３８．９％ ２１／５４）、緊急措置入院１１件（２４．４％ １１／４５）と

人口比でみても高い割合になっている。また、警察官通報も平成１５年度は２２９件であ

ったが、平成１９年度には３１９件に増加している。

ウ 東毛地域においては桐生保健医療圏で岸病院が、太田・館林保健医療圏で三枚橋病院が

群馬県夜間・休日精神科救急医療システム（精神科二次救急）に参加しているが、三枚橋

病院の現在の病棟が全開放構造となっている。

エ 三枚橋病院（２３３床）ではこれまでも精神科三次救急の一端を担っているが、東毛地

域の発生件数は増加しており、三次救急にも対応できる施設の整備が望まれている。

オ 救急患者の中には、自殺企図患者等精神科救急と一般救急医療の双方を必要とするケー

スや、一般救急医療で精神科的ケアを要するケースへの対応が必要である。また、精神科

救急では身体疾患のチェックが必須であり、身体疾患を合併したケースへの対応が必要で

ある。

(7) インフルエンザ対策

ア 東毛地域内の感染症指定病院は、桐生保健医療圏の桐生厚生総合病院（４床）と太田・

館林保健医療圏の館林厚生病院（６床）となっている。

イ このうち、館林厚生病院の感染症病棟は昭和３９年建築の伝染病舎を継承したもので、

構造構造上陰圧化等の改装ができない状況にある。また、施設の位置も他部門との連携が

難しい位置にあり、新型インフルエンザ等への対応が困難になっている。

(8) 医療従事者

ア 本県においても基幹病院等を中心に医師不足が続いているが、中でも病床数が 200床程

度より小さい病院において深刻である。

イ 群馬大学医学部においても、平成 22 年度から後期研修プログラムとして「地域連携型"

総合医育成"コース」（５年間）設置する予定である。

ウ 東毛圏内における医師総数および医療施設の従事医師数は、平成１８年１２月末現在で
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８８６人および８６５人となっており、平成１６年度の８５７人および８３２人から、そ

れぞれ増加している。ただし、人口１０万人当たりの医師数は１５３．２人にとどまって

おり、全国平均の２１７．５人と比べ、６４．３人低い水準となっている。

エ 診療科別では内科医２９０人、外科医７９人、整形外科医７８人、小児科医６２人、眼

科医３７人、精神科医３６人、産婦人科医３５人、消化器科（胃腸科）医２８人、泌 尿

器科医２６人、耳鼻いんこう科医２５人である。

オ 東毛地域では、医師不足により平成１８年１月から館林厚生病院の分娩取扱いの休止、

平成１９年４月から桐生厚生病院神経内科新規患者受入休止、平成１９年９月から桐生厚

生病院心臓血管外科休診、平成２０年４月から総合太田病院の分娩取扱い休止、桐生厚生

総合病院の循環器科休診、平成２１年４月から館林厚生病院の小児科入院取扱休止など、

産科・小児科を中心に地域内の基幹病院の診療科の休止、縮少が相次いでいる。

カ 圏内における看護師数は、平成２０年１２月末現在で３，２３４人となっており、平成

１８年度の２，９６９人から２６５人増加している。また、准看護師も、２，０１７人か

ら２，０３０人へと１３人増加している。

キ ただし、圏内における助産師は、平成１８年１２月末の７９人から平成２０年度は６６

人となり１３人減少している。

(9) 医療連携

ア 東毛地域は現在、桐生保健医療圏と太田・館林保健医療圏の二つの二次医療圏で構成さ

れているが、県保健医療計画の追加改定において、患者の受療動向や医療提供体制の実態

から、周産期医療については、東毛地域を１つの区域として位置づけている。また、脳卒

中、心筋梗塞については東毛地域に伊勢崎地域を加えた圏域が保健医療計画に位置づけら

れている。さらに、小児救急については、県保健医療計画の追加改定を現在作業中である

が、東毛地域を救急輪番のブロックとして既に運用しており、策定中の計画の中でも東毛

地域を小児救急の一つの地域とする予定である。

イ 一方で、東毛地域には、桐生厚生総合病院、総合太田病院及び館林厚生病院の３つの基

幹病院がそれぞれ総合病院として地域内の救急搬送の半分以上を受け入れており、基幹病

院間の役割分担はそれほど明確ではなかったが、最近の医師不足による診療科の休止等に

より、例えば周産期医療ではＮＩＣＵを９床持つ桐生厚生総合病院が東毛地域全域のハイ

リスク分娩を受入れるなど、基幹病院間の役割分担が進みつつある。
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４ 課題

(1) 救急搬送

ア ３の(1)イのとおり、東毛地域以外への救急患者の搬送数が多く、地域内で対応できる

体制が必要である。

イ ３の(1)ウのとおり、救急搬送件数のうち軽症患者の占める割合が高く、軽症患者の受

診抑制のための措置が必要である。

ウ ３の(1)オのとおり、傷病者を医療機関に収容するまでに要する時間が増加しており、

消防機関と医療機関の連携を強化する必要がある。

(2) 三次救急搬送

ア 本県の三次救急については、３の(2)アにあるとおり県央部にある３つの病院が担って

いるが、受入率は８６．２％と低い状況にある。また、受入できなかった理由では、病床

満床が最も多く、病床不足が課題となっている。

イ ３の(2)イのとおり、救命救急センター等搬送者の都道府県区域外搬送率は５．８％と

高く、県外への依存率が高くなっている。また、県外搬送の８０件のうち栃木県が７２件

であり、その多くが東毛地域からの搬送となっている。これは、東毛地域が県央部の救命

救急センターから遠いことが原因であり、県央部における救命救急センターの充実と東毛

地域に救命救急センターを設置が必要と考えられる。

(3) 周産期医療体制

ア ３の(3)アのとおり、1,000g 未満の新生児搬送の応需不可能日が大幅に増加しており、

受け入れ体制の整備が必要になっている。

イ ３の(3)イのとおり、母体搬送件数も増加している。

ウ ３の(3)ウのとおり、地域内基幹病院の分娩取扱いの休止が相次いでおり、産科医院か

らハイリスク分娩が行える病院への搬送に時間がかかる状況となっている。

エ ３の(3)エのとおり、桐生厚生総合病院の新生児搬送受入不可能日が 1,000g 未満の新生

児では年間の約３分の２にも及んでいる。

東毛地域における救急医療のうち、三次救急医療については、地域内に救命救急センターが

なく、地域内で発生した三次救急患者は遠隔の救命救急センターへ搬送を余儀なくされており、

地域内に救命救急センターの設置が必要となっている。小児・周産期医療では、現時点では、

地域内でハイリスク分娩を取り扱う唯一の医療機関となっている桐生厚生総合病院に患者が集

中し、新生児搬送の応需不可能日が年の３分の２にも達しており、早急に改善する必要がある。

新型インフルエンザ等に対応する感染症病床は地域内に１０床あるが、このうち 6 床を有する

館林厚生病院の感染症病棟が陰圧化等に対応できないため、早急に新型インフルエンザ等の感

染症の流行に対応できる施設に改築する必要がある。また、このような整備に合わせ、群馬大

学と連携して医師の安定的な確保を図るとともに、東毛地域内の基幹病院や各医療機関、医師

会、行政等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって持続的に医療を提供できる体制を構築

する必要がある。
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オ ３の(3)オのとおり、地域内で発生する新生児搬送件数が増加しているが、地域内で受

け入れられる比率は減少している。

(4) 小児医療体制

ア ３の(4)イのとおり、現在、医師不足のため入院を休止している館林厚生病院の小児科

について、常勤小児科医の確保を図るとともに、ＮＩＣＵの後方支援病院としての施設・

設備の整備が必要である。

イ ３の(4)ウのとおり、県立小児医療センターでは、心臓外科手術等の増加に伴い、ＰＩ

ＣＵ不足が生じており、ＰＩＣＵの運用病床を増やす必要がある。

(5) 障害児歯科・ハンディキャップ歯科

ア ３の(5)アのとおり、桐生厚生総合病院の歯科口腔外科の診療体制を充実させる必要が

ある。

イ ３の(5)イのとおり、脳疾患患者、周産期の母子、障害者等、緊急を要するパラメディ

カル協力体制が十分とは言えず、連携の強化が必要である。特に“摂食＋嚥下”に関する

歯科医療、つまり口腔ケアと在宅診療に対する関係組織の連携と治療体制の確立について

早急なる改善が必要である。

ウ さらに、パラメディカルスタッフや地域住民にも“摂食＋嚥下”の重要性の啓発が必要

である。

(6) 精神科救急体制

ア ３の(6)イ及びエのとおり、東毛地域の措置入院及び緊急措置入院の発生数は多く、地

域内の精神科救急（二次救急、三次救急）の体制整備が必要となっている。また、同ウの

とおり、精神科救急を担う三枚橋病院が全開放構造であるため、精神科救急に適した施設

の整備が必要である。

イ ３の(6)エのとおり、現在の総合太田病院では精神科救急は行っていないが、救急患者

の中に精神科救急を必要とする患者が多くあり、対応が必要である。

(7) インフルエンザ対策

ア ３の(7)アのとおり、館林厚生病院の感染症病棟の老朽化が進み、昨今の新型インフル

エンザなどの感染症に対応できる施設になっておらず、新型インフルエンザ等の感染症の

流行に対応できる施設に整備する必要がある。

(8) 医療従事者

ア ３の(8)のとおり、県内基幹病院において、小児科、産婦人科等を中心に医師不足の状

況にあり、医師確保が必要である。

イ ３の(8)アのとおり、基幹病院の中でも病床数の少ない病院や県央部から遠い病院にお

いて医師不足は深刻であり、これらの病院で特に求められている総合医の育成が必要であ

る。

(9) 医療連携

群馬県（東毛地域）
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ア ３の(9)のとおり、群馬大学と連携して医師の安定的な確保を図るとともに、東毛地域

内の基幹病院や各医療機関、医師会、行政等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって

持続的に医療を提供できる体制を構築する必要がある。

５ 目標

(1) 救急搬送

ア 総合太田病院への地域救命救急センターの設置や桐生厚生総合病院の周産期医療の充実

・強化及び、館林厚生病院の感染症病棟整備等に合わせ、東毛地域内の基幹病院や各医療

機関、消防機関等との連携を強化し、救急搬送時間の短縮を図る。

イ 比較的軽症な患者が救急医療を受診するいわゆるコンビニ受診を減少させるため、地域

住民を対象に救急医療適正受診啓発事業を実施し、軽症患者の比率を減少させ、救急病院

の医師等の疲弊を防止する。

(2) 三次救急搬送

ア 総合太田病院に地域救命救急センターを整備すること及び群馬大学医学部附属病院のＩ

ＣＵ増床により、県全体の救命救急センター受入率の向上を図るとともに、東毛地域の受

入と県外搬送の減少を図る。

(3) 周産期医療体制

ア 県立小児医療センターのＮＩＣＵの３床増床、群馬大学医学部附属病院のＧＣＵの５床

増床及び桐生厚生総合病院のＮＩＣＵを３床増床するとともに、総合太田病院の周産期母

子医療センターの整備、希望の家療育病院及び館林厚生病院の後方支援病床の整備により、

県内の周産期母子医療センターのＮＩＣＵの応需不可能日を減少させる。

イ 県保健医療計画に掲げられたＮＩＣＵの整備目標の１２床増床（現在３０床）のうち６

床の増床を図る。

ウ 桐生厚生総合病院において、周産期医療と小児科や一般救急との連携を強化するため、

診断・治療スペースの拡充整備や高度の医療機器の整備を行う。

(4) 小児医療体制

ア 館林厚生病院の小児科常勤医を確保し、小児科の入院機能を復活させるとともに、館林

厚生病院にＮＩＣＵ後方支援病床を整備する。

地域医療再生計画に基づき、地域救命救急センターの設置等、三次救急受け入れ体制を強化

し、救命救急センター受入率の向上と県外搬送率の減少を図る。また、ＮＩＣＵ、ＧＣＵ及び

後方病床を整備し、県全体及び東毛地域の新生児搬送応受不可能日を減少させる。さらに、感

染症病棟の整備により、東毛地域のインフルエンザの感染拡大等への対応力を向上させる。こ

のような整備に合わせ、群馬大学と連携して医師の安定的な確保を図るとともに、東毛地域内

の基幹病院や各医療機関、医師会、行政等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって持続的

に医療を提供できる体制を構築する。

群馬県（東毛地域）
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(5) 障害児歯科・ハンディキャップ歯科

ア 桐生厚生総合病院、桐生市医師会、介護福祉 NPO 等との連携をはかりながら、①脳疾

患患者、障害者への歯科治療体制の充実、②周産期妊婦と小児及び障害児への歯科治療の

充実、③周産期、障害児への口腔ケア教育と支援体制の確立と広報広聴活動の充実を図る。

(6) 精神科救急体制

ア 三枚橋病院の精神科救急に適した施設を整備し、東毛地域における精神科二次救急及び

三次救急への対応力を高める。

イ 総合太田病院に精神科救急を新設し、精神科救急を必要とする患者に対応する。

(7) インフルエンザ対策

ア 館林厚生病院の感染症病棟を整備し、新型インフルエンザ等の感染症の流行に対する対

応力を高める。

イ 桐生厚生総合病院において、新型インフルエンザに感染した妊婦の治療のための病室を

感染症病床に近接する部分に新設する。

(8) 医療従事者

ア 群馬大学医学部定員の７名増、地域医療枠学生の１２名増、医学生（５，６年生）修学

研修資金等により、毎年１７名の地域医療枠学生等を確保するほか、群馬大学への寄附講

座の設置や総合医への研修資金貸与により大学の後期研修医等を増加させ、地域の基幹病

院等の医師不足を解消する。

(9) 医療連携

ア 東毛地域内の三次救急、周産期、小児救急等の体制整備に合わせ、群馬大学と連携して

医師の安定的な確保を図るとともに、東毛地域内の基幹病院や各医療機関、医師会、行政

等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって持続的に医療を提供できる体制を構築する。

６ 具体的な施策

(1) 県全体で取り組む事業（運営にかかる事業）

【教育機関と連携した医師確保対策（総合医に対する修学資金貸与）＜東毛地域分＞】

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ２１，６００千円（基金負担分２１，６００千円＜うち東毛地域計上分 １３，

５８４千円＞））

※今後の運用益等により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に

満たないこととなった場合は、県負担により事業を実施する。

群馬県（東毛地域）
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（目的）

本県内の多くの基幹病院において医師不足が生じているが、医師不足は小児科や産婦人科な

どの特定診療科ばかりでなく、内科や整形外科などでも生じている。特に病床規模の小さい基

幹病院では内科の医師不足が進んでおり、内科を中心に幅広く診療ができるいわゆる総合医が

求められている。そこで、群馬大学では後期研修のプログラムとして平成２２年度から「地域

連携型”総合医育成”コース」の設置を予定しており、当該コースを選択する研修医を対象に

研修資金貸与制度を創設する。

研修資金貸与の内容は、既存の産科・小児科・麻酔科等を対象に行っている貸与制度と同様、

貸与月額１５０千円、貸与期間は最長４年、貸与期間の１．５倍の期間総合医として県内基幹

病院等で勤務すれば返済を免除するもの。貸与予定者数は合計延１２人。

【小児・周産期医療の充実に必要な医師等の確保事業】

・平成２２年度事業

・総事業費 ３０１，６５４千円（基金負担分 ６１，９３０千円、事業者負担分 ２３９，

７２４千円）

（目的）

県立小児医療センターのＰＩＣＵの不足が生じており、運用病床を２床増床するための医師、

看護師及びＭＥを確保する。

（事業内容）

県立小児医療センターでは、循環器患者の増加や新生児の心臓外科手術などの増加に伴い、

ＰＩＣＵが不足している。現在当センターではＰＩＣＵの現有８床のところ６床で運用してお

り、医師、看護師及びＭＥを確保し、運用病床を２床増加させ８床とするため、人件費の一部

を補助する。

(2) 県全体で取り組む事業（施設・設備整備に係る事業）

【三次救急機能向上に必要な施設・設備】

・ 平成２５年度事業

・ 総事業費 ３６０，０００千円（基金負担分３６０，０００千円）

（目的）

本県三次救急の受入率向上のため、群馬大学医学部附属病院のＩＣＵを整備する。

（事業内容）

本県三次救急の受入率は平成２０年度８６．２％で、全国４３位となっている。また、受け

入れられない理由の第一はベッドの満床であった。このため、群馬大学附属病院のＩＣＵを整

備し、県内の重症患者の受入体制を充実させる。なお、群馬大学附属病院は病床数が多いため、

ＩＣＵの後方病床については病院内で対応可能である。
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【小児・周産期医療の充実に必要な施設・設備】

総事業費 ４７８，７２１千円（基金負担分 １６０，５７４千円、事業者負担分 ３１８，

１４７千円）

（目的）

本県唯一の総合周産期母子医療センターである県立小児医療センターと合併症を有する妊婦

の受入を行っている群馬大学附属病院の周産期関連施設の充実・強化を図る。

（各種事業）

① 県立小児医療センターＮＩＣＵの増床

・平成２２年度事業

・総事業費 ３６３，５２７千円（基金負担部分 ９６，６８０千円、事業者負担分 ２６６，

８４７千円）

県立小児医療センターには、県内最多の１２床のＮＩＣＵが整備されているが、満床となっ

ていることも多いため、母体や新生児の救急搬送を受け入れられないことがある。そこで、い

つでも新生児医療の提供が可能な体制を構築するため、ＮＩＣＵを３床増床する。

② 群馬大学附属病院ＧＣＵ増床のための施設整備

・平成２３年度事業

・総事業費 １１１，３００千円（基金負担分 ６０，０００千円、事業者負担分 ５１，３

００千円）

本県の総合周産期母子医療センターである県立小児医療センターが小児に専門病院であるた

め、合併症等を有する妊婦の受入は群馬大学附属病院が行うなど、群馬大学附属病院が総合母

子周産期センターの役割の一部を担っている。また、本県においても、ＮＩＣＵ満床のため母

体や新生児を受け入れられない日が生じており、周産期医療体制の充実が求められている。そ

のため、群馬大学附属病院のＧＣＵを５床増床するための施設整備を行う。

③ 障害児歯科診療体制整備

・平成２５年度事業

・総事業費 ３，８９４千円（基金負担分 ３，８９４千円）

心身障害児（者）の歯科診療には特別な困難（行動管理）が伴うことから、一般的な歯科診

療所での治療は難しく、静脈内鎮静法など高次の歯科診療が実施できる体制の充実が求められ

ている。

このような状況を改善するため、高崎総合医療センター口腔外科に新たに歯科診療資機材を

整備し、本県の障害児等の歯科診療体制の充実を図る。

(3) 二次医療圏で取り組む事業（運営に係る事業）

群馬県（東毛地域）
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群馬県（東毛地域）

【医療機関間の連携の推進】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 ５，７１９千円（基金負担分 ３，７１９千円、事業者負担分 ２，０００千円）

（目的）

東毛地域内の医療機関の機能分担を明確化し、東毛地域内の基幹病院や各医療機関、医師会、

行政等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって持続的に医療を提供できる体制を構築する。

また、人口１０万人当たりの医師数が県内で最も少ない地域であることから、基幹病院等で

救急に携わる医療従事者の負担を軽減するため、住民に対し救急医療適正受診啓発事業を実施

する。

（各種事業）

① 東毛地域医療機関相互ネットワークの構築

・平成２２年度事業開始

・総事業費 ２，０００千円（事業者負担 ２，０００千円）

東毛地域内の三次救急、周産期、小児救急等の体制整備に合わせ、群馬大学と連携して医師

の安定的な確保を図るとともに、地域内の医療機関の機能分担を明確化し、東毛地域内の基幹

病院や各医療機関、医師会、行政等の連携を強化し、東毛地域が将来にわたって持続的に医療

を提供できる体制を構築する

② 救急医療適正受診啓発事業

・平成２２年度事業開始

・総事業費 ３，７１９千円（基金負担分 ３，７１９千円）

比較的軽症な患者が救急医療を受診するいわゆるコンビニ受診が、救急病院の医師等の疲弊

を招いていることから、救急の適正利用の住民への周知・普及活動を実施する。

(4) 二次医療圏で取り組む事業（施設・設備整備に係る事業）

【地域救命救急センター設置のための事業】

・事業期間 平成２２年度から２４年度

・総事業費 １５，０００，０００千円（基金負担分 ５３０，５００千円、国庫負担分 １，

１９１，６３０千円、事業者負担分１３，２７７，８７０千円）

（目的）

現在、三次救急について地域外に頼っている東毛地域に、地域救命救急センターを設置し、

地域内で三次救急患者を受け入れることができる体制を整備する。
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群馬県（東毛地域）

（事業内容）

総合太田病院の新築移転に合わせ、総合太田病院を地域救命救急センターを設置するるため

に必要なＩＣＵの整備等の高度な施設設備の整備に対して補助を行う。

【小児・周産期医療の充実に必要な施設・設備】

・総事業費 ８，２８３，１３５千円（基金負担分 ９１３，２０６千円（外に感染症病棟整

備分 ４００，０００千円）、事業者負担分 ７，３６９，９２９千円）

（目的）

東毛地域内のＮＩＣＵ、ＧＣＵ及び後方支援病床等を整備し、東毛地域の小児・周産期医療

を充実させる。

（各種事業）

① 周産期医療の充実に必要な施設・設備の整備

・事業期間 平成２３年度

・総事業費 ２５５，８９１千円（基金負担分 ２５０，０００千円、事業者負担分 ５，８

９１千円）

桐生厚生総合病院の地域周産期母子医療センターの充実・強化のためＮＩＣＵを９床から１

２床に、ＧＣＵを１２床から１５床に増床するための施設・設備の整備に補助を行う。

② 分娩及び新生児の療養環境向上のための施設・設備の整備

・事業期間 平成２３年度から２４年度

・総事業費 １５０，０００千円（基金負担分 １５０，０００千円）

桐生厚生総合病院において、母体搬送件数の増加等に対応するため、分娩（ハイリスク分娩

を含む。）や新生児の療養環境を向上させるための施設・整備を行う。

③ 産科・小児科の機能連携強化のための施設・設備整備

・事業期間 平成２２年度、平成２４年度、２５年度

・総事業費 ２００，０００千円（基金負担分 ２００，０００千円）

桐生厚生総合病院の産科と小児科の機能連携を強化するため、診断・治療スペースの拡充整

備や妊婦や胎児の診断に必要な高度特殊医療機器の整備等に補助する。

④ 慢性期新生児・重度障害児に対する地域支援体制整備

・事業期間 平成２２年度

・総事業費 ５７，４９８千円（基金負担分 ５７，３３０千円）
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群馬県（東毛地域）

桐生厚生総合病院等のＮＩＣＵの満床を防ぐため、希望の家療育病院（１２５床）の重症心

身障害児用病床を１２床増床するための施設整備に対し補助する。

⑤ 障害児(者)歯科やハンディキャップ歯科の充実

・事業期間 平成２２年度～２５年度

・総事業費 ４２，５５７千円（基金負担分 ３０，８７６千円）

周産期妊婦や小児、障害児への歯科治療の充実、脳疾患患者、障害者への歯科治療体制の充

実、周産期、障害児への口腔ケア教育と支援体制の確立及び広報広聴活動の充実を図るため、

桐生厚生総合病院の口腔外科充実のための機器整備、桐生市歯科医師会・休日緊急診療所の充

実のための機器整備、一般医科病院の障害児（者）の歯科治療と口腔ケア充実のための口腔ケ

アチームの派遣等に対し補助を行う。

⑥ 脳神経外科の施設・設備の充実

・事業期間 平成２２年度、平成２４年度、２５年度

・総事業費 ③に含む。

妊娠急性期の脳血管疾患の緊急診断に必要な医療機器の整備を補助する。

⑦ 小児科、産婦人科充実のための病棟整備

・事業期間 平成２２年度から２５年度

・総事業費 ８，２８３，１３５千円（基金負担分 ２２５，０００千円（感染症病棟整備で

他に４００，０００千円）、事業者負担分 ７，６５８，１３５千円）

館林邑楽地域の小児科医療、産科医療再生の拠点として、館林厚生病院に最新の設備を備え、

小児科医、産科医が診療しやすい環境の小児科病棟、産科病棟を新築するが、そのうちの NICU

後方支援病床や未熟児室整備等にかかる費用を補助する。

【精神科救急に適した病棟の整備】

・事業期間 平成２２年度～平成２４年度

・総事業費 １，７８３，０９８千円（基金負担分 ６０，０００千円、 事業者負担分 １，

７２３，０９８千円）

三枚橋病院が行う精神科三次救急及び二次救急に対応できる病棟の整備に対し補助する。

【新たな感染症に対応可能な感染症病棟の整備】

・事業期間 平成２２年度から２５年度

・総事業費 ８，２８３，１３５千円【再掲】（基金負担分 ４００，０００千円（小児・産

婦人科病棟整備で別に２２５，０００千円）、事業者負担分 ７，６５８，１３５

【再掲】）
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群馬県（東毛地域）

感染症指定医療機関である館林厚生病院の感染症病床の陰圧化等に対応するための感染症病

棟（６床）の新築整備及び拡大流行時に感染症病床として使用可能な病床（１０床）の整備に

対し補助する。

７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業

（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事業）

① 小児・周産期医療の充実に必要な医師等の確保事業

・単年度事業予定額 ７７，４１５千円

② 医療機関間の連携の推進

・単年度事業予定額 ５００千円

③ 救急適正利用啓発事業

・単年度事業予定額 １，２５０千円

④ 障害児(者)歯科やハンディキャップ歯科の充実

・単年度事業予定額 １，３６０千円

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金がなくなった後においても、５に掲げる目標

を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業につい

ては、平成２６年度以降も引き続き実施していくこととする。
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